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ỢợỢ ỢợỢ

平成３１年度奈良県・大和高田市公立学校
教 員 採 用 候 補 者 選 考 試 験 受 験 案 内

ỢợỢ ỢợỢ

奈 良 県 教 育 委 員 会

大和高田市教育委員会

【 受 付 期 間 】
平成30年５月９日(水)9:00～５月25日(金)17:00

【第１次試験】
平成30年６月30日(土)（筆記試験・実技試験）

平成2 ７月14日(土)～16日(月) いずれかの指定された１日（集団面接（個別））
【第２次試験】

平成30年８月11日(土)・12日(日) いずれかの指定された１日（実技試験）

平成26８月13日(月)（集団面接（討議））

平成26８月15日(水)～19日(日) いずれかの指定された１日（個人面接）

今年度の教員採用試験の特徴（主な変更点）
・出願をインターネットによる電子申請のみとしました。

・試験合格者が専修免許取得のために大学院（通信制課程を除く）に進学を希望する場合、採用を辞

退し、再度受験する必要がありましたが、最長２年間、採用を猶予することとしました。

〔１〕募集する校種等、教科等及び採用予定者数・・・・Ｐ２
〔２〕受験資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３
〔３〕選考種別及び試験内容・・・・・・・・・・・・・Ｐ４
〔４〕出願手続について・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５

１ 申込期間
２ 出願方法
３ 出願手続きの際の注意事項

〔５〕試験日程及び内容等・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７
１ 第１次試験について
２ 第２次試験について

〔６〕受験時の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９
〔７〕選考方法及び結果発表について・・・・・・・・Ｐ１０
〔８〕名簿登載及び採用についての注意事項・・・・・Ｐ１０
〔９〕大学院在学・進学者に対する特例・・・・・・・Ｐ１１
〔10〕試験結果の開示及び過去の試験問題の閲覧等・・Ｐ１１
〔11〕加点申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２



- 2 -

〔１〕募集する校種等、教科等及び採用予定者数

─ ⁸ │ ─ ₁ ╩ ╖╕∆⁹
╕√⁸ ≤ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹

™∏╣⅛ ≈─ ה ⁸ ⌐≈™≡─╖ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹√∞
⇔⁸₈ ₉│₈ ₉ │₈ ה

₉╩ ∑≡ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹
─ │⁸ ─╖╩ ≤⇔╕∆⁹
⌐│⁸ ⌐╟╢ ╩ ╖╕∆⁹

╩ ⇔⌂™ ╩ ∆╢ │⁸ ─ ╩ ↕⌂™ ≤⇔╕∆⁹
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〔２〕受験資格

⌐│⁸ ─╒⅛⁸ ⅜№╡⁸ ─ₒ ₓ≤ₒ ₓ─ ╩
√∆↓≤⌐╟∫≡ ⅜ ≢⅝╕∆⁹

ₒ ₓ

(1) ─™∏╣⅛⌐ ∆╢

⌐昭和54年４月２日以降ה ⇔√

ה 43 54 ⌐ ⇔√ ≢⁸平成30年３月31日現在⌐⅔™≡ ⌐
３年（36月）以上の勤務実績╩ ∆╢

ה 34 43 ⌐ ⇔√ ≢⁸任期の定めのない奈良県公立学校栄養職
員≤⇔≡⁸平成30年３月31日現在⌐⅔™≡ ⌐３年（36月）以上の勤務実績╩ ∆╢

─
▪

┘ ─ ⁸ ─ ─ ⁸
╩ ╗ ┘ ╩ ╗

β ⌐ ⅎ≡ ╙ ╖╕∆⁹
⌐ ⅎ≡ ╩ ╗ ╙ ╖╕∆⁹

[ ]⌐
▬
ה ─ ╩ ⅝╕∆⁹
ה ה ה ─ │ ⇔╕∆⁹
ה ⌐ √⌂™ │⁸∕╣∙╣─ ╩ ⇔⁸30 ╩ ≤╖⌂⇔╕∆⁹√∞
⇔⁸ ─ ╡ ⅜15 ─ ╙ ≤╖⌂⇔╕∆⁹

(2) ∆╢ ה ─ ╩ 31 31 ╕≢⌐ ╩ ╗ ⇔⁸
∆╢ ─ ⌂ ╩ 31 ≢ ≢⅝╢

√∞⇔⁸ ┘ ╩ ∆╢ │⁸ ─ │ ™╕∑╪⁹

β
─ ╩ ∆╢ │⁸ ⌐ ∆╢ │ ╩ ∆╢

↓≤⅜ ╕⇔™⁹╕√⁸ ─ ╩ ∆╢ │⁸ ⁸
⁸ │ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜ ╕⇔™⁹

β ⌐ ─ ⅜

∆╢ ─ ╩ ⇔⌂™ │⁸ ⌐ ∆╢ ⌂
│ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ℮─⌐ ⌂ ≤ ╩╙∫≡™╢

(3) ┘ 16 ─ ─™∏╣⌐╙ ⇔⌂™

(4) ⅜≢⅝⁸⅛≈⁸ ⌂⇔≢ ⅜ ⌂

(5) ≥↓⌐≢╙ ≢⅝╢

ₒ ₓ

ₒ ₓ─

国立及び公立（奈良県以外）学校─現職教諭 │私立学校─正規の現職

教員≢平成30年３月31日現在３年（36月）以上の勤務実績╩ ∆╢ ⁸

⇔ↄ│奈良県内公立学校常勤講師 ⁸ ╩

╩ ↄ ╗ 及び実習助手 ╩ ╗ ≤⇔≡ ５年間 25

30 31 で ３年（36月）以上勤務実績╩ ∆╢
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─™∏╣⅛⌐ ∆╢
─小学校≤中学校外国語（英語）又は高等学校外国語（英語）ה

╩ ⌐ 31 31 ╕≢⌐ ╩ ╗
小学校のה ╩ ⇔⁸12頁〔１１〕加点申請⑥のいずれか

の資格╩
β 小学校英語専科担当を募集するものではありません。

学級 ┘ ─ ╙ ⇔╕∆⁹

ה 出願時点≢⁸実用英語技能検定 １級⁸TOEFL
PBT600点 ⁸ ⇔ↄ│ CBT250点 ⁸ iBT100点 ⁸TOEIC ⱦ☺Ⱡ
☻◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi 860点 ─ ╩™∏╣⅛ ⇔≡™╢

数学、理科（物理、化学、生物）を受験
大学を卒業又は大学院を修了しており、研究施設、民間企業（教育事
業を除く）、官公庁等（公立学校を除く）に、現に正規職員として３
年以上の勤務経験を有する人

農業、工業（電気・情報）、商業を受験
受験する教科に関わる３年以上の実務経験を有する人

特別支援学校の自立活動（肢体不自由教育）を受験
看護師の免許を取得後、３年以上の実務経験を有する人
β 勤務・実務経験│⁸平成30年３月31日までの常勤⅜ ≢∆⁹

ה 平成29・30年度奈良県教員採用候補者選考試験合格者で、大学院・教職
大学院特別選考受験承認書を受理し、平成30年度末に専修免許状を取得見
込の人

〔３〕選考種別及び試験内容

β №╡ ה ה ⁸ ה ה ה
⌂⇔ ─ ה

β ─ │⁸ ה ה ה ⁸ ─ 200
β ≢─ ≢⁸ │ ─
⅜ ↕╣╕∆⁹
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〔４〕出願手続について
１ ỢợỢ 申込期間 ỢợỢ

平成30年５月９日(水) 9:00から平成30年５月25日(金)17:00まで
β │ ⅜ ⇔╕∆⁹╕√⁸◦☻♥ⱶ ─√╘ ⌐ ≢⅝⌂™ ⅜
№╡╕∆─≢⁸ ╩╙∫≡ ⇔ ╪≢ↄ∞↕™⁹

β ↕╣╢Ɽ♁◖fi╛ ─ ⅜ ⇔√ ─♩ꜝⱩꜟ⌐≈™≡│⁸ ╩ ™
╕∑╪⁹

２ ỢợỢ 出願方法 ỢợỢ

電子申請（インターネット）でのみ受け付け╕∆⁹
β ┘ ⌐╟╢ │ ™╕∑╪⁹√∞⇔⁸╛╗╩ ⌂™ ⌐│⁸12 ⌐ ─ ™ ╦∑

╕≢ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

ᵑ ─
▬fi♃כⱠ♇♩≤ ⱷכꜟ╩ ≢⅝╢Ɽ♁◖fi⅜ ≤⌂╡╕∆⁹╕√⁸
ה ╩ ∆╢√╘─ⱪꜞfi♃⅜ ≤⌂╡╕∆⁹
β ⱨ◊fi♩כⱴ☻ה ⌐╟╢ ⇔ ╖│⁸ⱷכꜟ─ ↑ ╡╛ ⌐
⅔↑╢ ⌐╟╡ ≢⅝⌂™ ⅜№╡╕∆─≢⁸↔ ↄ∞↕™⁹
╕√⁸ⱪꜞfi♃╩⅔ ∟≢⌂™ │⁸◖fiⱦ♬◄fi☻☻♩▪─ⱪꜞfi♩◘כ

ⱦ☻╩ ∆╢⌂≥⁸ ≢─ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹

【受験申込】
ᵒ ⱱכⱶⱭכ☺ ₈ ₉ｅ古都なら ┼─

http://www.pref.nara.jp/

ᵓ ⅝ ≢₈ ₉╩
╩↕╣√ ID≤Ɽ☻꞉כ♪╩ ⇔≡꜡◓▬fi
╩⇔⌂™ ₈ ∑∏⌐ ⇔ ╗ │↓∟╠₉╩◒ꜞ♇◒

ѝ
₈ ₉╩ ∏ ╖⁸₈ ₉⇔≡ ╪≢ↄ∞↕™⁹

ᵔ ⱷכꜟ▪♪꜠☻╩ ⇔⁸₈ ∆╢₉╩◒ꜞ♇◒

ᵕ ⱷכꜟ▪♪꜠☻⌐ ↕╣╢ ─URL╩◒ꜞ♇◒
β ⱷכꜟ ╩ ∫≡™╢ │⁸₈pref-nara@s-kantan.com₉⅛╠─
ⱷכꜟ ⅜ ⌂ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

ᵖ ╩ ⁸₈ ┼ ╗₉╩◒ꜞ♇◒
╩ ─ ⁸₈ ⇔ ╗₉╩◒ꜞ♇◒

β ⌐≈™≡│⁸ ╩ ∆╢⌂≥⁸ ⌐ ≢⅝╢╟℮⌐⇔≡
ↄ∞↕™⁹
β ⁸ ⌐╟╡⁸ ⌐ ⇔≡ ╩ ∆╢ │⁸₈ ─

₉⌐ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

ᵗ
₈ ₉ ≤Ɽ☻꞉כ♪⅜ ↕╣╢ ≢⁸₈ ┼ ╢₉

╩◒ꜞ♇◒
β ⌐│⁸₈ ₉ⱷכꜟ⅜ ↕╣╕∆⁹ とⱤ☻
꞉כ♪は ╩ⱪꜞfi♩▪►♩∆╢≤⅝⌐ ≤⌂╡╕∆─≢⁸ ∏ ⅎ╩
≤∫≡⅔™≡ↄ∞↕™⁹

ID Ɽ☻꞉כ♪

Ɽ☻꞉כ♪
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【必要書類の送付】
─ ┘ ⌐ ∆╢ │⁸電子申請（インターネット）で出願した上で、

速やかに必要な提出書類を簡易書留で郵送⇔≡ↄ∞↕™⁹ ⅜ ≢⅝⌂™ ⁸
ה ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∑╪─≢⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

ₔ630-8502
β ─ ⌐₈ ₉≤ ⅝∆╢⁹

⅜ 43 54 在職証明書
≢⁸国立及び奈良県以外の公立学校の教諭、

私立学校の正規教員
ה ⅜

国立及び奈良県以外の公立学校の現職教諭、私 ↕╣√╙─
立学校の正規の現職教員

⌐ ╢ ⅜
∆╢ ─◖Ⱨכ

自己推薦文
2000字以内

大学院・教職大学院特別
選考受験承認書

【受験票・写真票の交付】
ᵘ ⱷכꜟ▪♪꜠☻⌐ ה ╩ ⇔√ⱷכꜟ╩

β 11 ( ) ╕≢⌐ ⅛⌂™ │⁸12 ⌐ ─ ™ ╦∑ ╕≢
⇔≡ↄ∞↕™⁹

ᵙ ≤Ɽ☻꞉כ♪╩ ⇔⁸ ה ╩♄►fi꜡⁸⇔♪כ

【写真票の郵送】
ᵚ ╩ ╡ ↑√ ╩ 15 ( ) ≢ ≡⌐ ≢

β │⁸ ⅛ ⌐ ⇔√₈ 4.5cm⁸ 3.5cm⁸
⁸ ⁸ ⅝₉─╙─⌐ ╡╕∆⁹╕√⁸ ─ ⌐⁸ ⁸

ה ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹
β 受験票⌐╙⁸写真票に貼り付けた写真≤同じもの╩貼り、第１次試験当日
⌐持参⇔≡ↄ∞↕™⁹

３ ỢợỢ 出願手続きの際の注意事項 ỢợỢ

(1) ─ ╡ ™
≢│⁸ ₁─∆═≡─ ╩ ∆╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ ╩ √

⇔≡™⌂™↓≤╛⁸ ─ ⅜№╢↓≤⅜ ⇔√ ≢ ≤⌂╡╕∆─≢⁸ ≢
⇔⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

(2) ⌐ ∆╢
⌐≈™≡ ⇔√™↓≤⅜№╢ ⌐│⁸奈良県教育委員会事務局教職員課（0742-27-9844）

╟╡ ≢ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ ⌐携帯電話などで着信拒否設定がされている場合には、連絡が
受け取れるように設定⇔≡ↄ∞↕™⁹

⅜ ╣⌂™ ╛ ∆╢ ╕≢⌐ ⌐ ∂⌂™ ⌐│⁸ ─ ╩ ╦∏⁸ ⅜
⅛∫√╙─≤⇔≡ ╡ ℮ ⅜№╡╕∆⁹

(3)
⅛╠ ─ ⅜ ╦╣√ （重複出願）│⁸ ─ ≡╩ ≤⇔╕∆⁹™∏╣─

⌐≈™≡╙ ⇔╕∑╪⁹√∞⇔⁸ 30 25 17:00╕≢ ≢№╣┌⁸ ╩
╡ →╢↓≤│ ≢∆⁹ ⅛╠ ⌂ │ ╡ →≡ↄ∞↕™⁹╙⇔⁸ ╡ →─ ⅜
≢⅝⌂™ │⁸12 ⌐ ─ ╕≢ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ │⁸ ─ ╩ ╦∏⁸

╩ ╡ →╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹

(4) ⅜ ╘╠╣⌂™ ≢╙⁸ ↕╣√ │ ⇔╕∑╪⁹
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〔５〕試験日程及び内容等

１ ỢợỢ 第１次試験について ỢợỢ

１ 試験日程について

実技無 実技無

実技有 実技有

< > < > < > < > < >
100

６月
30日(土)
集合8:50 200

150試験開始
9:15

50

７月

14日(土） 100～16日(月)
指定された日時

ủ ６月４日(月)11:00頃⌐⁸教職員課ホームページ≢⁸ ┘ ⁸
─集団面接日等╩⅔ ╠∑∆╢ ≢∆⁹

ủ 各受験者─ ⌂ ─ │⁸７月９日(月)11:00頃⌐教職員課ホームページ≢⅔ ╠
∑∆╢ ≢∆⁹

２ 試験内容について

≤ ╩ ⇔⁸ⱴכ◦◒כ♩≢ ⇔╕∆⁹

≤⁸ ┘ ─ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ≢│⁸

ⱴכ◦◒כ♩≢ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹

─ ⁸ ┘ ─ │⁸ꜞ☻♬fi◓ ╩ ╖╕∆⁹

┘ │⁸ ≡─ ─ ╩ ≤∆╢ ≤

╩ ⇔⁸∕╣∙╣ ╩ ⇔╕∆⁹

β │ ⁸ ⁸ ⅛╠ ╩ ∆╢⁹

│ ⌐ ⇔√ ╩ ╘⁸ ⁸ ⁸ ⅛╠ ╩ ∆╢⁹

┘ │⁸英語による質問⅜№╡╕∆⁹

３ 実技試験について

┘

₆Ⱨ▪ⱡ⌐╟╢ ⅝ ™₇

─ᵑ ᵓ─℮∟⁸ ∆╢ ⌐Ⱨ▪ⱡ ╩ ↑≡ ╩ ⇔╕∆⁹

β ╩ ⇔⁸ ≡╙⅛╕™╕∑╪⁹

β ┘ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ⇔╕∑╪⁹

ₒ ₓ

ᵑ ₈ ≤╪╓₉

ᵒ ₈ ─ ₉

ᵓ ₈ ₉

ₒ ₓ

ᵑ ₈Caro mio ben₉ Giordani

ᵒ ₈An die Musik₉ Schubert

ᵓ ₈↓─ ₉
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₆ ⌐╟╢ ₇

⌐ ∆╢ ⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

ⱴ♇♩ ⁸ Ɫכ♪ꜟ

β ⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

４ 第１次試験受験当日の持参物について

(1)

(2) １通 長３ 12.0cm×23.5cm─ のり付き ⌐92円切手╩ ╡⁸宛先
┘ ╩ ⁸ 右下⌐受験番号╩ ⇔√╙─

(3) ╩⇔√ │⁸ ⌐ ⌂ ─◖Ⱨכ ∕╣∙╣─ ─ ⌐ ╩

(4) ⁸ ⇔◗ⱶ⁸ ⅝⁸ ╣⁸ ⌐ ⌂╙─
β ─╒⅛⁸ ⌐⅔™≡╙ⱴכ◦◒כ♩ ≢ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹

２ ỢợỢ 第２次試験について ỢợỢ

１ 試験日程について

ה

（実技有）

ה ה

（実技無）

─ ה ה

ה

８月
50

11日(土)

12日(日) 100

13日(月) 100 100 100

15日(水)

～ ─ 200 200 200
19日(日) ╩ ╗ ╩ ╗ ╩ ╗

指定された日時

ủ 模擬授業の課題│⁸７月19日(木)11:00頃⌐教職員課ホームページ≢⅔ ╠∑∆╢ ≢∆⁹

ủ 上記以外の第２次試験に関わる内容（試験会場<県立高等学校>、実技試験の班編制及び集団・個人

面接の日時等）│⁸８月６日(月)11:00頃⌐教職員課ホームページ≢⅔ ╠∑∆╢ ≢∆⁹

２ 実技試験について

┘

₆ ₇ ─ᵑ ᵓ─℮∟⁸ ∆╢ │ ⌐ ╩ ≢ ⇔╕∆⁹

ᵑ ₈ ≈╖₉

ᵒ ₈↕ↄ╠↕ↄ╠₉

ᵓ ₈╙╖∂₉

₆ ₇Ⱨ▪ⱡ⁸♁ⱪꜝⱡꜞ◖⁸כ♄כ Ɫכ⸗♬◌─ ⅛╠ ⇔⁸ ─ ╩ ⇔╕∆⁹

β ╩ ⇔⁸ ≡╙⅛╕™╕∑╪⁹

β Ⱨ▪ⱡ ─ │ ⇔≡ↄ∞↕™⁹
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ⱴ♇♩ ⁸ ꜟכ꜡◒ ⁸

Ⱳכꜟ ꜟכ◗ ┘ ה ─ Ɫכ♪ꜟ

β ⁸ ┘ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

β ⌐╟╡ ⅜≢⅝⌂™ │⁸ ≈ↄ╡ ⌂ ⅝╩≈ↄ╢ ╩ ⇔╕∆⁹

₆ ─ ╩ ≢ ₇

─ 13 ╩ ≤∆╢ ╩⇔⁸ ─ ╩ ⇔≡ ⇔╕∆⁹ 10

β │ ⇔≡ↄ∞↕™ │ ™╕∑╪ ⁹

β ─ ∟ ╖│ ⇔╕∆ Ⱨ▪ⱡ≢ ─ ╩≤∫≡╙ ™╕∑╪ ⁹

₆Ⱨ▪ⱡ⌐╟╢ ⅝ ™₇

∆╢ ⌐Ⱨ▪ⱡ ╩ ↑≡ ⇔╕∆⁹

₆ ⌐╟╢ ₇

⌐ ∆╢ ⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ─ │ ≢∆⁹

╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

│ ╩ ⁸ ⅞⁸ ꜟכ꜡◒⁸⅞ ⁸

ꜟכ◗ Ᵽ☻◔♇♩Ⱳכꜟ ⁸♄fi☻ ⌂ꜞ☼ⱶ─♄fi☻

β ⁸ ┘ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

β ⌐╟╡ ⅜≢⅝⌂™ │⁸ Ⱡ♇♩ Ᵽ꜠כⱲכꜟ ╩ ⇔╕∆⁹

〔６〕受験時の注意事項
(1) 試験場への自動車、二輪車、自転車の乗り入れ ┘周辺道路上、コンビニ等周辺施設への駐車│厳禁
≢∆⁹╕√⁸ ─≢כ◦◒♃╛ ╙ ⇔╕∆⁹

(2) ⅜№╡⁸ ┼─ ─ ╡ ╣╛ ⌐ ⇔≡ ╩ ∆╢ │⁸₈ ─
₉⌐ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™ ⇔√ ⌐╟╡⁸ ⌐ ╩

∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ ─ │ ⇔╕∆ ⁹

(3) ╩ ⇔√ ≢ ≤⇔≡ ╡ ™╕∆─≢⁸ │ ≢∆⁹ ⌐⅔™≡│試験開
始後20分までに試験会場に入室しなかった場合、 ⌐⅔™≡│集合時刻に集合場所にいない場合は、
欠席とみなします。

(4) ⅜ ─ ╛ ╩∆╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹╕√⁸ ∆═⅝ ╩ ≈≢╙ ⇔
⌂⅛∫√ │⁸∕─ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹

(5) ┼─ ≢ ™ ╦∑⌐≈™≡│⁸ ↑ ↑╢↓≤⅜≢⅝╕∑╪⁹

(6) ⅜№∫√ │⁸ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∑╪⁹

(7) ─ ⌐⅔™≡│⁸ ⱨ◊fi⁸♩כⱴ☻╛כ♄כ◖꜠ ⁸♃Ⱪ꜠♇♩ ⁸
ה ה ה ─≢⅝╢ ─ ╩ ⇔╕∆⁹╕√⁸ ─ ╛☻ⱴ⁸♅♇◊►♩כ

─≈™√ ─ │≢⅝╕∑╪⁹ ⌐ ⌐≈↑≡™√ ⌐│⁸ ≤⌂╢ ≤
╖⌂⇔⁸ ─ ╩ ∆╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹

(8) │ ≢∆⁹

(9) ↕ ─√╘⁸上着・ネクタイの着用は特に必要ありません。

(10) 今後のお知らせ│⁸奈良県教育委員会事務局教職員課ホームページに掲載⇔╕∆─≢⁸ ↄ

⇔≡ↄ∞↕™⁹ ⱱכⱶⱭכ☺▪♪꜠☻ http://www.pref.nara.jp/1695.htm）

(11) ⌂≥─ ⌐╛╗╩ ∏ ╩ ∆╢ │⁸
─ⱱכⱶⱭכ☺≢⅔ ╠∑⇔╕∆⁹ⱱכⱶⱭכ☺╩ ─ ⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹
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〔７〕選考方法及び結果発表について

１ 選考方法

≡─ ┘ ─ ╩ ⇔√ ─ ⌐│⁸∕╣∙╣
⌐ ⌐ ⇔╕∆⁹ ╩ ⌐ ⌐ ⇔╕ ⅜№╡⁸ ⌐

∆⁹ ⇔⌂™ │ ≤
⌂╡╕∆⁹⇔√⅜∫≡⁸

─ ⅜ ≢№∫≡
╩ ╗ ⌐⅔↑╢ ⅜ ╙ ≤⌂╢ ⅜№
ה ─ ╡╕∆⁹

─ ⁸ ≤⇔╕∆⁹

┘
⌐⅔↑╢ ⅜⁸ ה

─
─ ⁸ ≤⇔╕∆⁹

┘
⌐⅔↑╢ ⅜ ה

─
≢⁸ ─ ⅜
─ ⁸ ≤⇔╕∆⁹

┘
╩ ╗

╩ ™ ⇔╕∆⁹

２ 第１次試験の結果は８月１日(水)⁸第２次試験の結果は９月14日(金)⁸≥∟╠╙10:00頃
⌐ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸11:00頃⌐ ⱱכⱶⱭכ☺⌐ ⇔⁸╕√⁸∕╣
∙╣ ⌐╙ ⇔╕∆⁹√∞⇔⁸ ≢─ ™ ╦∑⌐ ∂╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹

３ 合格後の手続き
╩ ≤⇔√ ≢ ⌐ ⇔√ │⁸在職・勤務証明書等 ⁸
を提出⇔≡ↄ∞↕™⁹ ╕√⁸ ─ ╩ ↑╢↓≤⅜ ≢∆⁹

４ ≢№∫≡╙⁸ ┘ ≢ ⅜ ⇔√ ⁸ ╩ ╡ ⇔╕∆⁹

〔８〕名簿登載及び採用についての注意事項

(1) │⁸ ─ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ≤ ╘╠╣⌂™≤⅝│ ↕
╣⌂™ ⅜№╡╕∆⁹

(2) ≤ ↕╣√ │⁸ ⌐ ↕╣⁸ ≤⇔≡
31 ⌐ ↕╣╕∆⁹

(3) ≤│⁸ 22 ⌐ ≠ↄ ≢№╡⁸ ≤⇔≡ ┘
⁸ │ ╩ ⇔⁸∕─ ⁸ ╩ ⌂ ≢ ⇔√≤⅝⌐ ╘≡

≤⌂╡╕∆⁹

(4) ⌐⁸ ─ ⌐ ∆╢ │⁸ ⅛╠ ⇔╕∆⁹
３頁〔２〕受験資格の要件を満たさないことが判明した場合ה
・願書に虚偽の記載⅜№∫√╡⁸ ≤⇔≡┤↕╦⇔ↄ⌂™ ⅜ ╠⅛⌐⌂∫√
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〔９〕大学院在学・進学者に対する特例

╩ ≢⅝╢ │ ₈ ₉≤™℮⁹ ⌐⁸ 30

⌐ ─ │ ⁸ 31 ⌐ ∆╢ │ ⁸ ╩ ⇔╕∆⁹

√∞⇔⁸ ─ ⌐│⁸ ─ ╩ √∆ ⅜№╡╕∆⁹

(1) 31 ⌐ ⁸平成30年12月26日（水）

╕≢⌐⁸ ─ ╩ ┼ ∆╢↓≤⁹
ה ⌐ ⱱכⱶⱭכ☺⌐

ה ⌐ ⇔≡™╢ ∆╢ ↓≤╩ ∆╢

(2) ╕≢⌐⁸ ╩ ∆╢↓≤⁹

(3) ╕≢⌐⁸ 31 ≢ ⇔√ ה

─ ╩ ∆╢↓≤⁹

〔10〕試験結果の開示及び過去の試験問題の閲覧等

１ 試験結果の開示

─ ה ┘ ─ ⌐≈™≡⁸ ⌐ ≠⅝⁸

⌐╟╢ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ ⅛╠─ ⁸ ╛│⅜⅝⌐╟╢ ≢│

≢⅝╕∑╪⁹

≢⅝╢

─ ủ
─ ủ ╩ ≢

⅛╠ ⅛ ⅛╠ ⅝╢╙─

╕≢ ה

─ │ ה ⌂ 30

⅛╠ ≥ 0742-27-9844

⅛╠ ⅛

２ 過去の試験問題の閲覧等

26 ⅛╠ 30 ─ ⁸ ─ ┘ ⁸

ⱴ⁸כ♥ │⁸ ☿fi♃כ

0742-27-8348)≢ ┘◖Ⱨכ 10 ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹

│⁸ ה ה ┘ ─ ╩ ↄ ─ ⅛╠ ╕≢≢∆⁹

β ⌂⅔⁸ ─ ≢⁸ ≢⅝⌂™ ⅜№╡╕∆⁹
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〔11〕加点申請

１ ─ᵑ ᵗ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸「加点申請」することにより第１次試験に限り加点⇔╕∆⁹

√∞⇔⁸ ⅜ ≤⌂╢ ╩ ∆╢ ⌐│⁸ │№╡╕∑╪⁹

β ᵑ ᵕ⌐ ╡ 31 31 ╕≢⌐ ╖─ ╩ ╖╕∆⁹

≤⌂╢

┘ ╩ ⌐

ᵑ
┘英語以外─ ╩ ⌐

│ │

┘英語─ ╩ ⌐ 10

─™∏╣⅛⌐
─ ≢

ᵒ
ה ┘ ╩ ⌐

⇔√ ─◖Ⱨכ
₈ה ₉₈ ₉₈ ₉₈ ₉╩ ╗

╩

ᵓ ─ ╩

ᵔ
∆╢ ─ ≤₈ ₉

─ ╩ ⌐

ᵕ
₈ ₉≤₈ ₉─ ╩

⌐

─™∏╣⅛─ ╩

実用英語技能検定ה 準１級

TOEFLה PBT550点
ᵖ

ה ⁿ CBT213点
10

⅜ ∆╢

ה ⁿ iBT 80点

─◖Ⱨכ

TOEICה ⱦ☺Ⱡ☻◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi 730点 ♥☻♩

⌐ ╢

ᵗ
─™∏╣⅛─ ╩

⁸ ⁸
─◖Ⱨכ

２ ∆╢ │⁸ ⁸₈ ₉ ─ ≢₈ ∆╢₉╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

３ ⇔√ │⁸ ─提出物を６月３０日(土)に試験会場に持参⇔≡ↄ∞↕™⁹
４ ᵑ ᵕ╩ ╖≢ ⌐ ⇔√ │⁸ ⌐ ∏ ─◖Ⱨכ╩

╕≢ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

提出しない場合、又は、取得見込みで受験し平成31年３月31日までに取得できなかった場合、加点が

無効となり、採用内定を取り消すことがあります。

™ ╦∑

0742-27-9844


